
～国民年金の掛け金は忘れずに納めましょう～

＝年金は世代と世代の支え合い＝

お問い合わせ先
町 民 課 戸 籍 医 療 年 金 係　（ＴＥＬ　２－２４５３）

函館年金事務所　国民年金課　（ＴＥＬ　０１３８－５６－１１６５）

年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときは、こちら➡

　　　　　　　　　『給付金専用ダイヤル』：０５７０－０５－４０９２（ナビダイヤル）

　年金生活者支援給付金は､公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以

下の､年金受給者の生活を支援するために､年金に上乗せして支給されるもので

す｡

　受け取りには請求書の提出が必要です！　ご案内や事務手続きは年金機構

（年金事務所）が実施します｡

　年金は、自分で年金を受けるための手続き（年金請求）を行わなければ受け取れません。

　老齢基礎年金の支給は原則６５歳からとなっていますが、希望すれば６０歳から繰り上げ、または、逆に７０歳まで繰り下げ

て請求することもできます。繰り上げ請求する場合は、請求する年齢等により一定の割合で減額され、繰り下げ請求の場合

は加算されます。（下記の表をご覧ください）

①新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方

　お受け取りの対象になる方には、日本年金機構から８月下旬頃から、請求可能な旨のお知らせを送付します。同封されて

いるハガキを記入し提出してください。（令和４年１月４日までに請求手続きが完了しますと、令和３年１０月分からさか

のぼって受取可能です。）

②年金を受給しはじめる方

　年金の請求手続きと併せて年金事務所または役場で請求手続きをしてください。

※繰り上げ請求は１か月につき０．５％減り、繰り下げ請求は１か月につき０．７％増えます。

○繰り上げ請求（６５歳になる以前に支給）の注意点

・繰り上げ請求を行った場合、支給される年金額は生涯減額されます。

・６５歳までは遺族厚生（遺族共済）年金と繰り上げた老齢基礎年金を同時に受け取れません。

・遺族厚生（共済）年金を受けている方は６５歳まではどちらかの選択になります。

・繰り上げ請求後は、障害の程度が重くなっても障害基礎年金は請求できません。

・国民年金の任意加入や保険料の追納ができません。　　・寡婦年金を受け取れません。

・繰り上げ受給を取り消すことができません。

年金生活者支援
給付金制度について

老齢基礎年金の繰上げ、繰下げ請求も可能です！

○老齢基礎年金を受給している方 ○障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方

以下の要件をすべて満たしている必要があります

☑６５歳以上 ☑前年の所得額が約４７２万円以下

☑世帯員全員の市町村民税が非課税

☑年金収入額とその他の所得額の合計額が
　約８８万円以下

繰り上げ請求 繰り下 げ請求

年　齢 支給率 年　齢 支給率

60歳0か月～60歳11か月 70～75.5％ 66歳0か月～66歳11か月 108.4～116.1％

61歳0か月～61歳11か月 76～81.5％ 67歳0か月～67歳11か月 116.8～124.5％

62歳0か月～62歳11か月 82～87.5％ 68歳0か月～68歳11か月 125.2～132.9％

63歳0か月～63歳11か月 88～93.5％ 69歳0か月～69歳11か月 133.6～141.3％

64歳0か月～64歳11か月 94～99.5％ 70歳0か月 142％

‼日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください‼

年金給付金

■請求手続き

■対象となる方
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